
現行の医療機関における費用・収入のイメージ
（消費税率5％・社会保険診療は消費税非課税）
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費用（仕入れ） 収入

※ 社会保険診療以外の
収支は捨象している

C＝A＋B

人件費

非
課
税

「消費税なかりせば」の収入「消費税なかりせば」の費用 A：診療報酬（本体）への

上乗せ分
※平成元年・９年における
対応の合計は、0.43％

※平成 年 年 改定時

そ 他 非課税 経費
診療報酬（本体）による収入

税
費
用

（H22：47.7％）
※平成元年・９年の改定時
には、特定の報酬項目に
上乗せがなされたが、こ
の図においては、便宜上、
一定の率で上乗せされて
いる形としている

その他の非課税の経費
（租税公課、支払利息等）

仕
入

診療報酬（本体）による収入

（H22：4.4％）

その他の課税の経費
（減価償却費(※)、委託費、給食材料費等）

入
れ
時
に
支
払

課
税

B：薬価・特定保険医療

材料価格への上乗せ分
（＝消費税5％相当分）
※平成元年・９年における
対応の合計は ％

C

（H22：23.1％）

※減価償却費の取扱いは今後要検討

薬剤費

払
う
消
費
税

税
費
用

薬価・特定保険医療材料価格（H22：22 1％）

対応の合計は、1.1％※減価償却費の取扱いは今後要検討。

特定保険医療材料費

5
％

薬価 特定保険医療材料価格
の保険償還による収入

（H22：22.1％）

（H22：2.7％） 1



消費税率8％時の医療機関における費用・収入のイメージ①
（社会保険診療は消費税非課税維持、診療報酬上乗せ対応のみ）

費用（仕入れ） 収入費用（仕入れ） 収入
C’＝A’＋B’

人件費

非
課
税

「消費税なかりせば」の収入「消費税なかりせば」の費用

A’：診療報酬（本体） の

そ 他 非課税 経費
診療報酬（本体）による収入

税
費
用

A’：診療報酬（本体）への

上乗せ分

※ 過去の累計分＋平成
26年度対応分

※現行のAよりも厚くなる

その他の非課税の経費
（租税公課、支払利息等）

仕
入

診療報酬（本体）による収入

仕
入

その他の課税の経費
（減価償却費(※)、委託費、給食材料費等）

入
れ
時
に
支
払

課
税

C’

※減価償却費の取扱いは今後要検討

入
れ
時
に
支
払

薬剤費

払
う
消
費
税

税
費
用

薬価・特定保険医療材料価格

※減価償却費の取扱いは今後要検討。払
う
消
費
税

B’：薬価・特定保険医療

材料価格への上乗せ分
（＝消費税８％相当分）

特定保険医療材料費

8
％

薬価 特定保険医療材料価格
の保険償還による収入5

％

（ 消費税 相 分）

※現行のBよりも厚くなる３
％
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消費税率8％時の医療機関における費用・収入のイメージ②
（社会保険診療は消費税非課税維持、診療報酬上乗せ対応に加えて高額投資対応を実施）

費用（仕入れ） 収入費用（仕入れ） 収入
C’＝A1+A2＋B’

人件費

非
課
税

「消費税なかりせば」の収入「消費税なかりせば」の費用 A1：診療報酬（本体）へ

の上乗せ分

（イメージ①のA’よりも

高額投資対応分だけ薄く
なる）

そ 他 非課税 経費
診療報酬（本体）による収入

税
費
用

なる）

その他の非課税の経費
（租税公課、支払利息等）

その他の課税の経費
仕
入

診療報酬（本体）による収入

仕
入

A2: 高額な設備

投資に係る消費税その他の課税の経費
（減価償却費(※)、委託費、給食材料費等）

入
れ
時
に
支
払

課
税

C’
※減価償却費の取扱いは今後要検討。

入
れ
時
に
支
払

投資に係る消費税
償還分

高額な設備投資

薬剤費

払
う
消
費
税

税
費
用

薬価・特定保険医療材料価格

払
う
消
費
税 B’：薬価・特定保険医療

材料価格への上乗せ分

特定保険医療材料費

8
％

薬価 特定保険医療材料価格
の保険償還による収入5

％
３
％

材料価格 の上乗せ分
（＝消費税８％相当分）
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